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〇教育長（銘苅 健） 

これより令和 7 年度第 1 回教育委員会の定例会を始めます。 

会議の成立について事務局の報告をお願いします。 

〇教育総務課庶務係長（津覇 大輔） 

報告いたします。 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第 14 条第 3 項により、5 名中 5 名が出席し

ておりますので、本定例会が成立していることをご報告いたします。 

〇教育長（銘苅 健） 

ありがとうございます。 

本定例会は成立しております。 

それでは会議順に従って進めて参ります。 

次に会議録署名人の指名をいたします。 

東健策委員と宮城靖委員ご両名お願いします。 

〇教育委員 

はい。 

〇教育長（銘苅 健） 

次に、教育長報告は今回ありませんので割愛します。 

それでは議事に移ります。 

本日の議事は 3 件となっています。 

本日の議案第 1 号については議会の上程日まで、報告第 1 号については人事案件のた

め、秘密会扱いをしたいと思いますがよろしいでしょうか。 

〇教育委員 

はい。 

〇教育長（銘苅 健） 

ありがとうございます。 

それではそのように進めて参ります。 

議案第 1 号及び報告第 1 号については、浦添市教育委員会会議規則第 6 条第 1 項の規

定に基づき、秘密会といたしますので、関係者等の職員以外は退席してください。 

それでは議事に移ります。 

議案第 1 号「第 214 回浦添市議会臨時会に提出する議案を作成するための意見の申出

について」提案理由の説明をお願いいたします。 

教育部長。 

〇教育部長（野村 美抄代） 

はい。それでは議案書 1 ページをご覧ください。 

議案第 1 号「第 214 回浦添市議会臨時会に提出する議案を作成するための意見の申出

について」でございます。 

提案理由は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第 29 条の規定に基づき、第

214 回浦添市議会臨時会への議決を経るべき事件の議案を作成するにあたり、浦添市長

から教育委員会へ意見が求められているためでございます。 

2 ページをご覧ください。 

事案詳細一覧となります。 

「第 1 号補正予算について」詳細につきましては、担当課長よりご説明申し上げます。 

〇教育長（銘苅 健） 

はい。大城課長。 
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〇教育総務課長（大城 博郎） 

5 ページ、6 ページでご説明いたします。 

5 ページをお開きください。 

第 1 号補正予算歳出、ゴー・ゴー・ハイスクール事業となっております。 

こちらは 6 ページの方にありますように、浦添市内高校の生徒会 9 団体に 55 万円を補

助する内容となっております。 

補正額は 495 万円。 

財源としましては、5 ページにありますように、ふるさとてだこの都市応援基金を予定して

おります。 

こちらの内容につきましては、去る 3 月 19 日にございました第 6 回臨時会でご審議いた

だきご承認いただきましたが、第 213 回浦添市議会臨時会への議案提出まで至らず、今

回改めて、第 214 回浦添市議会臨時会へ提出するため、再度ご審議いただくものとなり

ます。 

内容につきましては前回と変更はございません。 

以上です。 

〇教育長（銘苅 健） 

はい、ありがとうございます。 

前回審議したものが、議会で、第 213 回で出せませんでしたので、今回改めて第 214 回

に提出するための、話し合いということになりますが、内容について変わりはございませ

ん。 

そういうことで、何か委員の皆さんからご質問等があればお願いいたします。 

東委員。 

〇教育委員（東 健策） 

休憩お願いします。 

〇教育長（銘苅 健） 

休憩します。 

再開します。 

はい、今回はですね、前回と全く同じ内容ということですので、内容については、すでに当

時で審議は終えていますが、何かまたつけ足しとかそういったのがあれば。 

宮城委員どうぞ。 

〇教育委員（宮城 靖） 

再確認になると思うのですけれども、令和 7 年度の予算という形で組んでいった時に、

例えば高校の行事で言うと、私のイメージでは文化祭とか、体育祭とかに使えたらいいな

と考えているのですが。 

例えば、今年は体育祭であるから、30 万しか使わない、来年文化祭だから大々的に使い

たいというところで、この予算を 55 万から 30 万は令和 7 年度に充てて、令和 8 年度に

55 万プラス 25 万使いたいっていうことは無理ですかね。 

年度内予算ですか。 

〇教育長（銘苅 健） 

大城課長。 

〇教育総務課長（大城 博郎） 

宮城委員も感じていることだと思いますが、基本は年度内。 

55 万円が限度、それが毎年毎年となりますので、例えば今年 30 万だとしたら、もう今年

はもうこれで終わり。 
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次年度も 55 万の範囲でという形になりますので、繰越っていう形はちょっととれませんの

で、よろしくお願いします。 

〇教育委員（宮城 靖） 

はいよくわかりました。 

ありがとうございます。 

どうしても文化祭の時の方が、衣装であったりっていうのがものすごくお金かかるな、とい

うイメージがあるのですけれども。 

そこにお金を使わせたら、もっと高校生って、ものすごく発想力を持っているので、期待で

きるだろうなと思ったのですけれども。 

はい、わかりました。 

ありがとうございます。 

〇教育長（銘苅 健） 

はい。下地委員どうぞ。 

〇教育委員（下地 イツ子） 

確認という形で質問させていただきたいと思います。 

この事業を始めるにあたって、すでに市内にある県立高校のトップというか校長先生がた

にお話に伺われたのか、どういった経緯説明という形で動かれているのかということを、少

し教えて欲しいです。 

〇教育長（銘苅 健） 

大城課長。 

〇教育総務課長（大城 博郎） 

現在のところ、各高校の校長先生、生徒会、具体的にはまだ当たっておりません。 

というのも、このゴー・ゴー・ハイスクール事業は賛否のあるところで、みんながみんな賛成

するようなものではないので、下手にこの議会に上げる前に、事業執行当然できるものと

して動くと、議会軽視等にもなりかねないので、議会の議決を経て、予算を確保した時に、

初めて説明に伺おうかというところで、来週ですかね、県の担当課の方には、話をしには行

くのですけれども、ただ具体的に高校とかに入っちゃうと、この話がもうすでに動き出して

いるとかっていうことになっちゃうと、議会に提出する前なので、この辺りは慎重に行こうか

と思っています。 

〇教育委員（下地 イツ子） 

はい。ありがとうございました。 

確認でした。 

〇教育長（銘苅 健） 

他にありますか。 

大兼委員どうぞ。 

〇教育委員（大兼 奈月） 

意見というか、昨日広報誌を見た時に、市長の思いと、なんで 55（ゴー・ゴー）なのかな

っていう疑問があった時に、浦添市政が 55 周年。 

これをもう少し紐づけてアピールできたら、もっと食いつきがよくなるかな。 

55 についてのアピールがもっと出来れば、広がるかなとは思いました。 

〇教育長（銘苅 健） 

はい、大城課長。 

〇教育総務課長（大城 博郎） 

おっしゃる通り、これは 55 周年事業の一環になります。 
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今年について言えば。 

なので、予算が議決された後にはその話で、できれば、全部の学校がというわけにはいか

ないとは思いますが、55 周年事業なので、1 校以上の学校が何かしらの動きができるよう

にやっていきたいなということで。 

なので、今回当初はですね、通常であれば、議会は 3 月と 6 月なのですけど、早めに動き

出したいというところがあってですね、間の臨時会というところで、今回補正予算を上げ

て、早めに説明に伺って、検討する時間を学校側にあげたいというところもありますので、

その際には 55 周年事業も絡めて、ぜひお願いしますということを、お願いしていきたいな

と考えております。 

〇教育長（銘苅 健） 

よろしいですか。 

東委員どうぞ。 

〇教育委員（東 健策） 

意見になりますけれども、本市内にある九つの高等学校が対象になっておりますけど

も、高校生ならではのアイデアとか発想とか、或いはまた突拍子もない多分いろんな形で、

この事業が展開されることを期待しております。 

併せてですね、毎年 10 月から 11 月にかけて、市内の全小中学校の学校訪問をさせても

らっておりますけども、特に市内の 5 中学校、こちら生徒会を中心にかなり意欲的に取り

組まれている学校もありますので、いずれはこの事業が中学校へと波及していくことも期

待しておりますので、中学生の力もかなりいいものを持っていると思いますので、そこまで

広げていただきたいと思っております。 

以上です。 

〇教育長（銘苅 健） 

はい。ありがとうございます。 

大城課長。 

〇教育総務課長（大城 博郎） 

そうですね、我々の方としては、小中が本来所管、管轄でありますので、この内容自体

がどういうふうに展開するかわかりませんけれども、そういう風になれればと。 

逆に、もうなかなか最近できてないのですけど、総合教育会議の場もありますので、その

際にはですね、逆に委員の皆様方から直接、市長に対してということも考えてもいいのか

なという風に思っております。 

以上です。 

〇教育長（銘苅 健） 

内田部長。 

〇指導部長（内田 篤） 

今のと合わせて少し補足していいですか。 

浦添市の教育委員会では今、中学校の生徒会の交流を約 10 年前から取り組ませていた

だいていて、中学校の生徒会同士の繋がりってすごく強くて、合わせて毎月生徒会の方を

中心に、ラジオ番組も 30 分いただいて、そこでの活動もすごく子ども達がすごく生き生き

とやっている様子がすごく伝わってきているので今のご意見もまたね、いつかそこに繋げ

られないかなと思いもまたあるので、またいろんな企画があればなと思うので、今後よろし

くお願いします。 

〇教育長（銘苅 健） 

はい。ありがとうございました。 
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それでは議案第 1 号「第 214 回浦添市議会臨時会に提出する議案を作成するための意

見の申出について」提出された案件について了承ということでよろしいでしょうか。 

〇教育委員 

はい。 

〇教育長（銘苅 健） 

ありがとうございます。 

それでは議案第 1 号「第 214 回浦添市議会臨時会に提出する議案を作成するための意

見の申出について」歳入歳出予算のうち教育に関する事務に係る部分、特に教育に関する

事務について定める議会の議決を経るべき事件の議案に係る部分について、了承するこ

とを教育委員会の意見として申し出ることにします。 

なお、当該議案についてはですね、市議会の上程までは非公開となりますので、よろしくお

願いいたします。 

次に報告第 1 号について行います。 

本案件について、関係職員の入れ替えをお願いいたします。 

〇教育長（銘苅 健） 

それではですね、報告の質問は以上といたします。 

秘密会での議事は以上です。 

事務局は資料回収をお願いいたします。 

それでは次に、教育長職務代理者の指名を行いたいと思います。 

事務局より、教育長職務代理者の指名についての説明をお願いいたします。 

教育部長。 

〇教育部長（野村 美抄代） 

新たな教育長職務代理者の指名についてご説明申し上げます。 

教育長職務代理者につきましては、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第 13 条

第 2 項の規定に基づき、教育長に事故があるとき、または教育長が欠けたときは、あらか

じめ教育長が指名する委員がその職務を行うとされております。 

なお、この規定に基づき、指名された教育長職務代理者が行う職務のうち、教育長職務代

理者が自ら事務局を指揮監督して事務執行を行うことが困難である場合には、同法第

25 条第 4 項に基づき、その職務をさらに教育委員会事務局職員に委任することも可能と

されております。 

以上でございます。 

〇教育長（銘苅 健） 

はい、ありがとうございます。 

ただいま、部長の方から説明がありました。 

教育長の職務代理者ということで、本来はその職務代理者が指揮をしますけども教育委

員は常勤ではございませんので、そこで事務局職員の方に委任をするという形になります

ということでした。 

よろしいでしょうか。 

それではですね、今年度の教育長職務代理者の指名を行います。 

教育長職務代理者として下地イツ子委員を指名したいと思いますが、皆さんご異議ないで

しょうか。 

〇教育委員 

はい。 

〇教育長（銘苅 健） 
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ありがとうございます。 

ご承認いただきましてありがとうございます。 

では早速、下地委員から就任にあたって、ご挨拶をお願いいたします。 

〇教育委員（下地 イツ子） 

おはようございます。 

ただいまご承認いただきました。 

重く受けとめております。 

ただいま銘苅教育長よりご指名いただきまして、今年度の教育長職務代理者の職を引き

受けさせていただきたいと思います。 

先ほど、野村部長の方からもご説明いただきましたように、教育長に何かがあるときの職

務代理ということではありますが、非常勤職員ですので。規定に、組織運営に関する法律

にのっとり、万が一の場合の事務の遂行については、教育部長に委任又は臨時に代理す

ることをお願いしたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

私も教育委員を拝命して 7 年目に入ろうとしているところで、2 回目の職務代理者をいた

だいて、もっと自分自身責任感を持って頑張っていきたいなと思っておりますので、どうぞ

よろしくお願いいたします。 

〇教育長（銘苅 健） 

下地委員ありがとうございました。 

下地委員の申し出により、教育長に委任された事務その他その権限に関する事務の遂行

について、具体的な事務の執行の部分については、地方教育行政の組織及び運営に関す

る法律第 25 条第 4 項及び浦添市教育委員会教育長職務代理による事務の委任等に関

する規定第 2 条に基づき、その職務を教育部長に委任することとします。 

よろしくお願いいたします。 

本日の議事は以上となります。 

特に各課の報告はないですよね。 

報告がないということで、お諮りします。 

本定例会で議決された件に関する字句、数字、その他の整理を要するものについては、教

育長に委任することとしてよろしいでしょうか。 

〇教育委員 

はい。 

〇教育長（銘苅 健） 

ありがとうございます。 

ご異議なしと認めます。 

よって、字句、数字、その他の整理は、教育長に委任することに決定しました。 

以上をもちまして、令和 7 年度の第 1 回教育委員会定例会を閉会いたします。 

お疲れ様でした。 

ありがとうございました。 

 

 

 

 


